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審　議　の　内　容

	１．議事録の承認について
· 資料１「第２回藤井寺市地域福祉計画策定委員会議事録（案）」が議事録として承認される

２．アンケート調査の結果について
· 事務局より、資料２「藤井寺市地域福祉推進に関するアンケート調査報告書」の説明。
【質疑応答】
上田委員：66ページの「決してない」とは、どういう意味か。他に適当な言葉はないのか。
事 務 局：「全くない」という意味合いである。
委 員 長：アンケートを取る際に、住民にとって身近な言葉かどうかは次回検討が必要だと思う。今回はもう取ってしまっているものなので、これはこれでいくしかない。
副委員長：93・94ページの自由記述について、件数だけの記載で中身がわからない。計画に落とし込むのは難しいと思うが、具体的な意見がたくさん出てきていたと思う。地域福祉計画は上位計画になるので、各課に自由記述を共有してほしい。各課、社協もそうだが、進めている活動のヒントになるものがあるはずなので、アンケートを取った意義がここでも出てくると思う。どんな意見が出ていたのか、社協職員としては気になる。
事 務 局：関係各課へ共有させていただく。
福村委員：この資料は、計画を作るための資料か。アンケートを取っても、だいたい回答は同じだと思う。それでも一生懸命時間とお金をかけて資料を作られている。一番大事なのは93・94ページのような内容で、「地域での福祉活動を活発にするため」の委員会だと思っていたが、ここはそうでもないのか。
副委員長：地域福祉計画は、93・94ページにあるような個々の取組を進めていけるように、後押しになるような計画になる。具体的にあれをする、これをするという取組を記載するのはまた別の計画になる。どんなことを大切にしながら地域を作っていくのか、皆がバラバラの方向だとまとまらないので、大きな方向性の話を決めていく。
福村委員：大きな方向性が前回とほとんど変わらないのでは、あまりにもよくない。
副委員長：細かい部分は、個々の計画で進めていく。
福村委員：個々の計画とは何か。
副委員長：この下にさらに色々な分野ごとの計画がある。この後の素案の審議でも、具体的なところが出てくる。今はまだあくまでアンケート内容のご意見である。
家口委員：「福祉活動の内容・楽しさの情報発信」が自由記述の一番上にあるが、ＰＴＡ活動と相通じるものがある。皆さんなかなか参加してくれない。でも、参加いただいた方は、すごく有意義で楽しかったと言ってくれる。それを発信していかないといけないと思う。福祉活動やＰＴＡ活動で皆さんとつながりができる。皆がつながって発展していけるように、このアンケートからもそういうことが感じられると思った。
委 員 長：「情報発信」をどうすれば良いのか、書いてくれているケースがあると思うので、それは共有した上で具体的に進めていくべきだと思う。
林 委 員：62ページ、「いずれの場合も参加したくない」が約３割あることが気になった。これをどう捉えるか。
委 員 長：藤井寺市だけでなく全国的にそうだが、この５年間でコロナがあり、人が集まらないことを強制された時期があった。それにより住民の生活が困ったかというと、実はそんなに困らなかった。別に集まらなくても良いのではないかという層が一定数出てきてしまったことが、大きな影響を与えていると思う。ただ、一方でそれで良いと言ってしまうと良くないので、社会福祉協議会や地域包括支援センター等が色々な形で住民に働きかけて、コロナ前の活動をできるだけ復活させる動きをしてくれている。少しずつ軌道に乗ってきていると思うが、今度はそれをやってきた人達が高齢化して若い人が入ってこないという問題が出てきているので、研修会や座談会等をしようとするが、こういう結果になる。ここを考えていく必要があるし、考えるだけではなくてどう実践していくのかは、今後５年先の地域福祉計画を考えていく時に大切になる部分である。３割いるから多い、残念だ、ではなく、これをどう減らしていくのかが重要になる。
副委員長：３割をどうとるか考えてみた。この「いずれの場合も参加したくない」の中に、自分が既に何かに参加していて、そんなところに参加する時間もないほどやっている人もいるかもしれない。興味がない人だけではなく、既に地域と関わりを持っていて自分なりのつながりがあるからもういいという人もいるのではないか。
林 委 員：どう捉えるかだと思う。
副委員長：逆に言うと、７割の方は何かしらタイミングがあえば参加したい方がいる。それと、この３割の方も今の状況では参加したくないが、状況が変われば参加する方もいるかもしれない。参加したい取組の情報を各年代に対してどう発信していけるか、計画に盛り込むと良いと思う。
福村委員：情報発信しているが、皆がそれについてきているかどうか。楽しいと思える情報発信ができれば、皆が楽しく生活できる。
副委員長：情報発信が大事だとアンケートから読めたことを、計画に盛り込んでいく必要がある。
委 員 長：情報発信も発信だけでは良くなくて、どう受け取ってもらうか、受け取る側が受け取れる発信をしないといけない。
谷口委員：漢字を読めない人もいるので、こういうことをしますとか色々な人に話している。広報に書いているから読んでくださいとか、色々なことを発信している。
委 員 長：ちなみに、他市でも同様のアンケートで、研修等に参加したくない割合は、多いのか。
事 務 局：「研修に参加していますか」という参加状況を問うことはあるが、「参加したいですか」という意向調査はあまりしないことが多い。
副委員長：186件も自由記述があったのは、すごい割合ではないか。
福村委員：アンケートの回答が福祉に関係する方々のうちの７割ではいけない。100％出してもらわないと。その中のわずか180人程度しか意見が出ていないことになる。その中で一番多い意見は、情報発信が少ないということである。これは見逃してはいけない。
副委員長：これが今の現実である。それぞれの立場から、この中で素案のキーワードになりそうな部分があったかどうか。
井関委員：若い方に意見を聞く機会があるが、62・63ページの「いずれの場合も参加したくない」方は多い。
委 員 長：専門職でも行けと言われれば行くが、自ら申し込んで行くかといえば、プライベートを優先したいと言われる。
副委員長：30代は子育てすることで地域に興味がわくことがある世代ではないか。20代のうちは自分の楽しいことをしていたが、家庭を持って地域に入った時に、何か地域に目がいくきっかけがある世代だと思う。
北浦委員：例えば、重度の知的障害があり、小学校・中学校・高校と支援学校に行っている場合、地域のことがわからないと思う。養護学校の行事等に参加していても、地域との関わりはほとんどない。
松山委員：福祉委員も若い人にお願いしたいと思うが、30代は子育て世代で子どものことで手一杯である。地域の行事には子どもを連れて参加する。40代になると、地域には参加しなくなるのではないか。若い方には、福祉関係は特にＳＮＳで発信する方が良いと思う。紙媒体はほとんど見ない。ＳＮＳやインターネットを通じて発信しないといけないのではないかと思う。

３．計画素案の審議
· 事務局より、資料３「第５期藤井寺市地域福祉計画素案」についての説明。
【質疑応答】
林 委 員：17ページに「困りごとの相談について」の結果がまとめられている。その中で相談先に「福祉委員」や「民生児童委員」が少ない。それから、同じページの下の「相談窓口で困った理由」で「相談したい内容がいろいろな分野にまたがり１つの相談窓口では解決できなかったから」が一番多い。裏を返せば、たらい回しにされたということだと思う。２番目に「市役所の案内がわかりにくかったから」がある。私もＯＢなので、身につまされる部分がある。これは、専門用語が飛び交っていたと理解して良いのか。それから、４番目の「市役所の相談窓口が遠く、身近な場所に相談窓口がなかったから」は、支所がなくなったことに対する意見なのか。このあたりが気になった。身近な存在であるはずなのに、あまり見えてこない。このあたりを計画にどう反映させるのか。それと、20ページ「社会福祉協議会について」の下から２段目に「特に期待することはない」が16.0％と多い。これは２通り受け取った。まず１つは、社協は既に十分にしてくれていると理解されているのか、一方で期待しても実現しないという諦めの回答なのか。気になる数字だと思った。
福村委員：この計画の内容は市長までいっているのか。
事 務 局：計画案がまとまった段階で市長にも見ていただく。前回の委員会でいただいた意見については関係課に伝えている。
　　　　　林委員のご意見について、例えば17ページの「相談窓口で困った理由」の一番上に「相談したい内容がいろいろな分野にまたがり１つの相談窓口では解決できなかったから」がある。確かに近年、複合的な課題がある等の理由により相談窓口はどこに行けば良いかわからないと、よく耳にするところである。市としても課題として認識しているので、相談先がわからない方に対して、福祉の総合相談ができる体制を検討している。そのあたりの内容について、後半部分で説明する素案にも反映している。２番目の「市役所の案内がわかりにくかったから」について、具体的にどういった内容なのかアンケートではわからないが、市民から具体的な声をいただいた際には担当課で対応しているところだと思う。
林 委 員：17ページの福祉に関する相談窓口は、９割の方が満足されているにも関わらず、7.9％のここだけを捉えてその理由を問いかけているのも、どうなのか。この問い自体が本当に必要なのか。
委 員 長：アンケート作成時の想定より「ある」と回答した人が少なかったのかもしれない。あくまで限られた7.9％の中の割合としては、こうなっている。でも、実は相談したい内容が複雑になってきて一つの窓口では対応できないことは、恐らくここに見えない数字として結構あると思う。素案の重点施策でもまた出てくると思うので、そこで議論してもらえれば良いと思う。
もう一点、福祉委員や民生児童委員が少ないことは、決してここが活動していないという話ではない。そこを前提として話を進めないといけない。本当はこういうところで困りごとの話ができるようになれば良いが、民生児童委員は特に３年１期という任期がある。再任されるところと変わるところがあるので、そういうところの難しさもあることは含んでおかないといけないと思う。
谷口委員：新たに変わった民生委員の名前を知らなかったので、前任者に新しい民生委員のことを聞いて、先日やっと教えてもらったということがあった。また、市役所に行ったときに課が違うと言われて色々なところに行かされて、腹が立ったことがある。市役所では無理だと思い、社協に話を聞きに行った。市役所で決めることなのに、市役所には知らない人が多い。市役所と社協がきちんとつながっていないから、どこへ行けば良いのかわからないことが多い。
副委員長：市役所はそれぞれの係があるので具体的なところは担当してくれると思うが、自分が何をすれば良いのかわからない時にどこに相談に行けば良いのかわからないということだと思う。これを使いたい、これを申請したいという手前の段階で困るということだと思う。
谷口委員：その手前の相談窓口を、社協でも市役所でも作ってくれたら良い。
副委員長：11ページの「虐待相談の状況」の「児童虐待」は、通報件数を含んだ数字になっていると思うが、「高齢者虐待」と「障害者虐待」は認定数ではないか。
事 務 局：そうである。
副委員長：ここがわかりづらいように思う。同列で見てしまう。通報件数が何件のうち認定数が何件となっていると思うが、児童虐待はすべて含まれた件数になっている。これだけを見ると高齢者と障害者はすごく少なく見えてしまう。通報と認定をわかりやすくしたほうが良いのではないか。
事 務 局：児童虐待については通報だけで数をカウントしているので、認定数は出てこない。
副委員長：高齢と障害の通報件数は出ないのか。
事 務 局：確認して修正する。
谷口委員：防災について、身体障害のある車椅子の人が地震等の際にどこへ行けば良いのか、どこの学校に行けば良いのかわからないという相談を受けたことがある。
上田委員：冊子に書いてあるので、それを確認するといい。どんな災害が起きるかわからないので、自分の身を守る必要がある。
林 委 員：アンケートで出てきた課題がほぼ施策に取り込まれているので、基本的にはこの方向で良いのではないか。
副委員長：33ページの「社会参加への活動支援」の矢印４つ目に「社会参加のきっかけづくりとなるような居場所づくり　など」とあるが、ここは居場所だけではないと思うところがある。「社会参加のきっかけとなるような取組への支援」とか、「～取組の推進」と変更することはできないか。居場所だけがつながりづくりではないと思う。社会参加のきっかけとなるような取組は、色々な形がある。そこに対応できるような言葉に変えた方が良いのではないか。「づくり」は不要で、「社会参加のきっかけとなるような取組への支援」か「推進」か。
委 員 長：市としてどういう姿勢でいくのかだと思う。それを支援するのであれば「支援」になると思うし、もう少しフワッとさせるのであれば「推進」になると思う。取組を市がするのはおかしいと思うので、その取組に対する後押しでいけば「支援」で良い気はするが。
副委員長：「居場所づくり」をなくして、「社会参加のきっかけとなるような取組への支援」に変えた方が良いのではないかと思っている。
福村委員：居場所といえば、会館・公民館ではないか。一番身近な相談窓口ではないのか。
副委員長：ここの居場所は個別の場所ではなく、取組の場、集まる場所という意味だと思う。公民館でも良いし、別にスーパーの角でも良いし、公園でも良い。「居場所」は、集まることが前提になっている。集まらないけど社会参加のきっかけとなるような取組もあるはずである。
上田委員：場所だけでなく、空間を作ろうということだと思う。
林 委 員：制度も含まれる。
委 員 長：流行っているという言い方はよくないが、最近は「居場所」という言葉をよく使う。それを捉える人によって違ってくるから、今こういう話になっている。市民の方達が見ることを前提にした時には、もう少し広く「取組」等にしておく方が、変な捉え方はされなくて済むところは確かにある。
　　　　　45ページの「包括的な相談体制の構築」は、一番上に持ってきた方が良いのではないか。これは藤井寺市に限らず、全国的な市町で総合相談窓口をどう構築するかということが言われている。他の計画でも、ここは強く出てくる可能性がある。そうであれば、上に持ってきて地域福祉計画でも推している姿勢が見えるようにした方がいいのではないか。
副委員長：市役所の体制として相談と受付が違う。受付になってしまっているからどうしても縦割りになり、たらい回しになると思う。各課が相談という姿勢で聞いていけば、自然とつながると思う。そのあたりの研修があっても良いと思う。今は、個々にわけすぎている気がする。カテゴリーに分けすぎていて、複合的になってきているのもあると思う。一度聞いてみるというところで、受付ではなく相談を意識するだけで変わるのではないか。
林 委 員：アンケート結果から出た課題は、計画にあげてくれている。そのあたりも解決すると思う。
委 員 長：障害者で65歳以上になるケースがこれから増えてくる。そういう人が障害の課に行って、このケースは高齢だと回されることが十分に考えられる。そういう意味でも、総合相談は体制として作っておかないといけない。たらい回しにされる人数が今後増えていくと言われている。ここは、急務の話になる。
　　　　　今後、各関係課でも調整がかかってくると思う。それは修正の上、パブリックコメントの流れになる。パブリックコメントまでの間に皆さまにお集まりいただくのは難しい。大筋はご理解いただけたと思うので、ここから先の修正については、委員長・副委員長に一任いただきたいが、よろしいか。
委員一同：（異議なし）


４．その他
· 事務局より、パブリックコメント及び次回策定委員会の内容・時期等の説明。

閉　会
（終）
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